
 
 

カプリン酸グリセリルに係る食品健康影響評価に関する審議結果（案）につい

ての意見・情報の募集結果について 
 

１．実施期間 平成２９年１１月１日～平成２９年１１月３０日 
 
 
２．提出方法 インターネット、ファックス、郵送 
 
 
３．提出状況 １通  
 
 
４．頂いた意見・情報及びそれに対する食品安全委員会の回答 

頂いた意見・情報※ 食品安全委員会の回答 
ヒトへの影響に関する証左が示されて

いない不思議な報告書です。 

化学構造上に基ずいたすい推測的表現

は止めるべきです。よって以下を提案す

るしだいです。 

１．遺伝毒性試験において新鮮なヒトの

リンパ球を用いた遺伝毒性試験を必ず

行ってください。 

２．もし、ヒトへの疫学的調査があるの

であれば提示してください。 

３．当該物質の家庭での使用が多いので

あれば、反復吸入毒性試験は必要なので

はないでしょうか。 

食品安全委員会では、海外の評価機関

による評価書等も参照しつつ、原則とし

て農林水産省の定めたテストガイドラ

インに沿って実施され、申請者から提出

された試験成績を用いて、食品を介した

農薬の摂取による健康への影響を評価

しています。そのため、経口投与による

試験を中心に評価を行っています。 
ヒトの疫学調査に関する資料につい

て、リスク管理機関からの提出資料にあ

りませんでした。 
提出された各種毒性試験の結果から、

カプリン酸グリセリルの食品を経由し

た暴露により問題となる毒性所見は認

められませんでした。さらに、食品添加

物として使用されているカプリン酸グ

リセリルの摂取量が、農薬の使用により

生ずる作物残留によって増える可能性

は低いと考えられました。 
※頂いたものをそのまま掲載しています。 
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